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令和２年度 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第３０回） 

議 事 録 

 

 

件  名：令和２年度普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第３０回） 

日  時：令和３年２月１７日（水）１３：３０～１６：００ 

場  所：Ｗｅｂ会議 

委  員：中村委員長、荒井委員、池田委員、奥山委員、茅根委員、五箇委員、塩田委員、

田中委員、仲田委員、服田委員、原委員、安田委員、矢吹委員 

議  事：１．開会 

２．議事 

① 前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について …資料１ 

② レッドリストサンゴ類の生息状況等について         …資料２－１ 

③ サンゴ類の実行可能な環境保全措置について         …資料２－２ 

④ 海草藻場の生育範囲拡大について              …資料３ 

⑤ 美謝川整備及びモニタリング計画について          …資料４ 

⑥ 工事の実施状況等について                 …資料５ 

  ・２０ｍ以深の底生動物調査について 

  ・陸域動植物の環境保全措置（移動計画）について 

  ・ジュゴンの生息状況等について 

  ・工事中における水の濁りについて 

３．閉会 

 

配付資料：議事次第 

資料１  ：前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について 

資料２－１：レッドリストサンゴ類の生息状況等について 

資料２－２：サンゴ類の実行可能な環境保全措置について 

資料３  ：海草藻場の生育範囲拡大について 

資料４  ：美謝川整備及びモニタリング計画について 

資料５  ：工事の実施状況等について 
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【開会】 

事務局より開会を宣言 

 

【事業者挨拶】 

西村沖縄防衛局次長より挨拶 

 

委員長： 

それでは、議事の１つ目の前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について、

事務局より説明をお願いします。 

 

【議事①：前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について】 

事務局： 

資料１の前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について説明いたします。 

オキナワハマサンゴの調査結果に関して、これまで得られていなかった新しい知見であり、

レッドリストサンゴであるということを踏まえて、結果を整理し公表を検討することとの指

導・助言については、今後も引き続き、モニタリングを継続するとともに、本事業で得られ

た成果の公表についても検討いたします。 

海草藻場の生育範囲拡大の調査手法及びデータ整理手法に関して、モニタリング区画での

砂の堆積の傾向を確認するため、砂面変動を的確に捉える方法やデータ整理の仕方を工夫し、

今後の藻場の造成計画にも活かすことについては、砂面変動など底質の挙動を捉える方法と

データ整理手法を資料３に提示しています。 

デッキバージの運用に関して、台風対応のタイムラインを作成することについては、次回

以降に提示する予定です。 

鳴音らしき音の分析に関して、水中録音装置の配置変更や水中音圧の測定等を検討するこ

とについては、音が小さい可能性も考慮し、発生源の特定に資するよう水中録音装置４台の

配置を変更しており、その状況について資料５で提示しています。 

以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。それでは何かご意見等ありますでしょうか。 

それでは特段の意見はなさそうですので、資料１につきましては、特段の指導・助言はな

いということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

それでは、続きまして議事の２つ目、レッドリストサンゴ類の生息状況等について、事務

局より説明をお願いします。 

 

【議事②：レッドリストサンゴ類の生息状況等について】 

事務局： 
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資料２－１のレッドリストサンゴ類の生息状況等について説明いたします。 

２ページは、移植したオキナワハマサンゴの直近約１年間のモニタリング実施日を示して

おり、令和元年９月以降は週１回の頻度で目視観察を実施しています。なお、第２７回環境

監視等委員会でご了解いただいた内容で、沖縄県に対して観察頻度の変更に係る協議書を提

出しており、協議が調い次第頻度を変更する予定です。 

３ページから８ページは、移植したオキナワハマサンゴの６群体の移植直後からの状況に

ついて、それぞれ整理しています。 

３ページのオキナワハマサンゴ No.２は、１１月２０日のモニタリング時において、１０

月２０日頃死亡と確定しています。これまでのモニタリング結果の詳細は、後ほど説明させ

ていただきます。 

６ページのオキナワハマサンゴ No.１８は、令和２年１０月２０日の観察をもって、死亡

を確定したことを第２９回委員会で報告しました。その後、モニタリングを継続していまし

たが、状況に変化がないことから、死亡判断から３か月経過する令和３年１月下旬をもって

モニタリングは終了しました。 

７ページのオキナワハマサンゴ No.１９は、１２月２１日のモニタリングにおいて、これ

まで確認された食痕らしき箇所が褐色を呈してきていること及び新たに食痕らしきものが確

認されています。また、１月４日に幼生放出の兆候を確認しています。 

８ページのオキナワハマサンゴ No.２０は、１月４日のモニタリングにおいて、幼生の放

出の兆候を確認しています。 

９ページから１５ページは、移植先に元々生息していたオキナワハマサンゴについて同様

に整理したものをお示ししています。 

１２ページのオキナワハマサンゴ８について、１２月１５日のモニタリング時に食痕らし

き箇所の回復を確認しています。 

１３ページのオキナワハマサンゴ１について、１月４日のモニタリング時に部分死を確認

しています。 

１６ページは、死亡が確定したオキナワハマサンゴ No.２について、整理しています。下

の写真に示すとおり、移植直後から移植約１年後までの期間は、食害からの回復、縁辺部の

伸長による群体の成長、幼生の放出など良好な状態を確認しています。移植約１年１か月後

の観察時に、原因不明の白化箇所が確認され、その後、白化箇所は部分死を伴いつつ徐々に

拡大し、移植約１年５か月後に生存部が分離し、移植約２年後には生存部全体が白化状態と

なり、約２年２か月後の令和２年１０月２０日の目視観察において、目視によるポリプ・共

肉の確認ができなくなりました。このため、第２１回環境監視等委員会で説明した「オキナ

ワハマサンゴの死亡判断に関する考え方」に基づいて約１か月モニタリングを継続し、１１

月２０日の観察をもって群体の死亡を確定しています。死亡の原因は定かではありませんが、

生存期間の観測においては、生息に影響を与えるような特異な水質及び流れのデータは確認

されていないこと、移植約１年１か月後以降、白化箇所が部分死を伴いつつ徐々に拡大して

いる状況が確認されていたところ、移植先に元々生息していたサンゴについても同様の経過

をたどって群体の死亡が確認されていることから、移植や工事の影響によるものではないと
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考えています。 

続いて１７ページです。移植から約２年５か月後の５群体の状況を移植直後と比較、整理

しています。３群体は良好な状態を維持または大きく改善し、１群体は生存部が縮小し、１

群体は死亡しています。 

次に１８ページです。移植先に元々生息していたオキナワハマサンゴについては、モニタ

リング開始時と比較して、１群体は良好な状態、１群体は白化が進行し、５群体は生存部が

縮小しています。 

１９ページでは、移植前を含むモニタリング全期間について白化や死亡の状況を整理して

います。移植したオキナワハマサンゴ、移植先に元々生息していたオキナワハマサンゴ双方

について、同様に白化、部分死が確認されています。 

縦の点線で示している平成３０年８月を基準として移植１年目を令和元年７月まで、２年

目を令和２年７月までとすると、移植したオキナワハマサンゴは、１年目は９群体中、No.２

２と No.２３の２群体、２年目は７群体中、No.１５の１群体の死亡を確認しており、一年間

の死亡率はそれぞれ２２％及び１４％です。同様に元々生息していたオキナワハマサンゴは、

１年目は１２群体中、１、３及び４の３群体、２年目は９群体中、５及び２の２群体の死亡

を確認しており、１年間の死亡率はそれぞれ２５％及び２２％となります。移植したオキナ

ワハマサンゴも、元々生息していたオキナワハマサンゴも概ね２割程度で、同程度となって

います。 

次に２０ページは、幼生の放出の確認状況を整理しています。平成３１年１月３１日の初

確認以降、移植したオキナワハマサンゴで計２２４個体、元々生息していたオキナワハマサ

ンゴで計１７個体の合計２４１個体を確認しています。これらは、調査１回当たり１０分間

程度で確認された幼生の数を集計した結果であり、実際には確認した個体数以上の相当数の

幼生が放出されているものと考えられます。 

２１ページから２２ページに、移植先及び対照区の水質等測定結果を整理しています。 

２２ページに平成３１年４月２４日から令和２年１２月２５日に観測された連続観測値の

うち、直近６か月間を整理しています。移植先の値及び対照区の観測値は概ねこれまでの変

動範囲であることを確認しています。また、移植先の値は対照区の観測値から大きく外れる

ような値が継続する様子はみられず、サンゴの生息に影響を与えるような特異なデータは確

認されていません。 

以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

それでは、ご意見ありますでしょうか。委員どうぞ。 

 

委員： 

オキナワハマサンゴの年死亡率について、説明の中で２０％程度という話がありました。

移植した群体は９群体で、こちらはもうこれ以上増やしようがなく、また、元々生息してい
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た群体は１２群体にすぎず、これで年死亡率を出すのは統計的に誤差が大きいので、辺野古

以外の海域からもデータの収集に努めてください。いずれにしても、オキナワハマサンゴは

あまり大きい群体がいないということですので、年死亡率２割程度ということで、群体のサ

イズが小さいこともあわせて考えると、ライフサイクルが短いのではないかと思います。 

 

委員長： 

事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

ご指摘のとおりデータの収集については検討させていただきたいと思います。 

 

委員長： 

死亡率を出すためには、ある程度以上の個体数があれば、より確からしいデータになると

いうことだと思いますので、そういうデータが集まればより確からしい推定ができるかと思

います。 

他にはいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、特にこれ以上ご意見がなさそうですので、まとめたいと

思います。 

委員からご意見が出ましたけれども、年死亡率の値をより精度を高めるために、さらにデ

ータの収集に努めていただきたいということでした。 

ただいまの点を当委員会の指導・助言としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、そのようにさせていただきます。 

それでは、続きまして議事の３つ目、サンゴ類の実行可能な環境保全措置について、事務

局から説明をお願いします。 

 

【議事③：サンゴ類の実行可能な環境保全措置について】 

事務局： 

資料２－２のサンゴ類の実行可能な環境保全措置について説明いたします。 

１ページは、目的及びこれまでの経緯について整理しています。枠囲みに引用していると

おり、環境保全図書では、「消失するサンゴ類の生息域の減少に伴う代償措置として、幼サン

ゴを移植しサンゴ類の再生を図る方法がありますが、事業実施区域周辺では幼群体の加入が

極めて少なく、移植に用いる幼サンゴの採取は困難と考えられます。しかし、事業実施区域

周辺は、平成１０年及びその後も断続的に発生した白化現象によりサンゴ類の生息範囲、被

度が大きく減少し、サンゴ礁生態系の再生が望まれる海域です。このため、今後のサンゴ類

の幼群体の加入状況について事後調査を実施し、幼群体の加入状況の結果を検討したのち、

事業者が実行可能な環境保全措置の検討に努めていく」こととしていました。 

事業実施区域周辺の幼サンゴの加入状況について、事後調査による令和元年度までの３箇

年分の結果と環境保全図書に掲載の平成２０年度調査の結果から算定した着床率を表１に示
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しています。大浦湾周辺での着床率は低い傾向にあり、現時点では、当該海域へ移植するた

めの幼サンゴの種苗確保が、この手法によって実行できる可能性は低いものと判断していま

す。なお、沖縄島の同種事例として、那覇空港事業における事例について、同様の算定方法

による着床率を表２に示しています。 

２ページは、サンゴ礁生態系の再生を目的とした環境保全措置の検討状況です。 

サンゴの生活史からみた増殖技術の概念を図２に示していますが、サンゴ増殖技術を整理

すると、サンゴが分割して増えることを利用した無性生殖法と、サンゴが産卵して増えるこ

とを利用した有性生殖法に大別されます。さらに、有性生殖法は、自然界に着床具等を設置

して種苗を得る天然採苗と人的環境下で種苗を作る人工採苗に分けられます。 

本事業では、加入状況調査の結果から、人工採苗による増殖技術を採用することが効率的

と判断しています。 

３ページは、人工採苗を利用したサンゴ増殖技術について、水産庁の「改訂 有性生殖に

よるサンゴ増殖の手引き」に概説があり、「有性生殖法によってサンゴ種苗を大量に生産し、

これを中間育成して移植し、面的に増殖する技術」とされており、その特徴は、「高度な技術

と人員の確保が必要とされるが、親サンゴを傷つけず、無性生殖法と比較して同種で遺伝的

に多様なサンゴ種苗を生産できるので、例えば、同種の種苗を密集移植し、産卵サイズまで

育てることができれば、産卵時の受精率を高められる点」であり、広範囲のサンゴ礁の修復・

再生には有効と考えられます。この技術は、近年においても実績があり、沖縄県内でも実施

されているところです。 

なお、人工採苗には、幼生収集装置により海域で幼生を管理し着底させる手法もあります

が、海象条件の影響を受けやすく種苗確保の不確実性を含むことから、本事業では、陸上の

種苗生産施設を用いた方法を採用する考えです。図３は人工採苗を利用したサンゴ増殖技術

の流れを示しています。 

４ページの「基本方針（案）」としては、サンゴ礁生態系の再生を目的とした事業実施区域

周辺に適した人工採苗によるサンゴ増殖技術を利用し、事業者として実施可能な範囲で天然

礁や人工構造物におけるサンゴ場の再生・創出を目指します。「今後の流れ（案）」について、

令和３年度より、事業実施区域周辺に適した人工採苗を利用した有性生殖によるサンゴ増殖

技術を検討していきます。また、幼サンゴの加入状況調査は、これまでの傾向を検証しつつ、

サンゴ場の再生・創出に効果的な場所の検討に資する地点特性の把握を目的として、令和３

年度も実施する方針です。図４は事業実施区域周辺に適した有性生殖によるサンゴ増殖技術

を利用した環境保全措置のフロー図になり、令和３年度は対象種の選定から進めていく考え

です。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。それでは、何かご意見等ありますでしょうか。 

委員どうぞ。 
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委員： 

代償措置としてサンゴの種苗移植を行うことについては、沖縄県が承認した環境保全図書

で既に提案されており、それに基づいて行うということですね。 

 

事務局： 

そのとおりです。 

 

委員： 

わかりました。 

有性生殖を用いた種苗生産については、親サンゴを採取した上、室内の飼育水槽で受精させ

て幼生を飼育し、野外に持っていき中間育成して移植をする方法と、野外で幼生収集装置を

用いて幼生を収集し、それをそのまま野外で着生させる方法と、野外で幼生収集装置を用い

て幼生を収集した後、今回のように陸上で幼生を飼育して、野外で中間育成と移植をすると

いう３通りがあると思いますが、今回は親サンゴを採取して、陸上で栽培する１番目の方法

ですね。そうなりますと親サンゴの採捕許可が必要になります。 

 

事務局： 

現時点では令和３年度から対象種の選定等を進めていきたいと考えていまして、委員のお

っしゃった１番目又は３番目のいずれの方法によるのか、また、特別採捕許可の要否につい

ては、具体的には決定していないところです。 

 

委員： 

わかりました。まだ検討中ということですね。 

 

事務局： 

そのとおりです。 

 

委員長： 

ご確認ありがとうございました。 

よろしいですね。３ページの図でご説明いただいたのは、親サンゴを採取する方法を一例

として紹介いただいていますが、まだ検討する余地があるとのご回答だったかと思います。 

 

委員： 

水産庁が有性生殖については様々な試みをしていますので、それをよく参考にしてくださ

い。 

 

委員長： 

ありがとうございます。事務局よろしいですね。 
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事務局： 

はい。 

 

委員長： 

他にはいかがでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

構造物を作ることによって、着床ができる場をできるだけ増やしてあげることも大事だと

思うのですが、例えばコンクリート構造物とか、いろいろなものが周りにできると思います。

そういうところで着床しやすいような構造とすることについてはどのように考えているので

しょうか。 

 

事務局： 

４ページの基本方針の案に書いていますとおり、事業者としましては、天然礁や人工構造

物においてサンゴ場の再生・創出を目指すというふうに考えており、既に設置済みの消波ブ

ロックにはサンゴの幼生が着床しやすいように溝を加工しているところです。 

 

委員： 

わかりました。よろしくお願いします。 

 

委員長： 

他にはいかがでしょうか。 

よろしいですか。そうしますと、ただいまサンゴ増殖の手法に関する確認、それからコン

クリートブロック等の人工構造物への着床を増やす工夫というところのご確認をいただきま

した。 

その中で、サンゴ増殖技術については水産庁の手引きに則って着実に進めるようにという

ご意見があったかと思います。以上を当委員会からの指導・助言としたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

はい、それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

それでは、続きまして議事の４つ目、海草藻場の生育範囲拡大について、事務局から説明

をお願いします。 

 

【議事④：海草藻場の生育範囲拡大について】 

事務局： 

それでは資料３の海草藻場の生育範囲拡大について説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。海草藻場の生育範囲拡大のフローです。今回は、着色箇所の他
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の海草種の植付けの可能性及び現地実証試験のモニタリング結果についてご報告いたします。 

２ページです。植付けとモニタリング等の実施状況についての工程表と、実施位置図を示

しています。豊原海域と嘉陽海域の実証試験では、植付けから３か月後モニタリングまでは

毎月、それ以降は４季ごとに生育調査、藻場生態系調査等を実施しています。嘉陽海域の夏

植付けでは、植付けから３か月後モニタリングまでと、それ以降の４季ごとに生育調査を実

施しています。また、連続観測機器の設置に伴う公共用財産使用協議を行っていたところ、

豊原海域については令和２年１０月２９日に県知事の同意が得られたため、連続観測機器に

よる水環境調査を実施しています。嘉陽海域についても令和３年１月１８日に同意が得られ

たため、２月５日に機器を設置し、連続観測による水環境調査を開始しています。 

４ページは秋季モニタリング結果の概要です。目視生残株数については、第２９回委員会

における中間評価①で、１年目までの目視生残率が比較的良好と評価した、右側の図の青丸

の６地点の目視生残株数は、前回調査の台風後から１株減少から３株増加でした。目視生残

率が漸減傾向と評価したオレンジ色の丸の２地点のうち、ＴＳ０１では１株が再確認され、

ＴＳ０２では１株減少しました。台風影響が大きいと評価した赤丸の２地点のうち、ＴＳ０

７では前回調査から引き続き生残株を目視確認できず、ＴＳ０８では２株減少しました。最

大侵食量については、２ｍ枠内の植付け区の最大侵食量は、ＴＳ０２では－１０cmに達した

箇所もありましたが、概ね－１cm程度の侵食でした。移植株が確認されなかった箇所の最大

侵食量も－１cmから－３cm 程度であり、目視生残株数の減少は侵食の影響によるものではな

いと推察されました。まとめますと、秋季において、移植株の生残に影響を及ぼすような砂

面の侵食は生じておらず、中間評価①で目視生残率が比較的良好と評価した６地点は、引き

続き良好な状況を維持していることを確認しているところです。これらの結果については、

次回委員会で提示する中間評価②の考察に用いるものとします。 

５ページから９ページまでは、各植付け区のモニタリング結果を示しています。地点番号

の横には、各地点の海底の地盤高を併記しています。 

５ページのＴＳ０１の秋季では、台風後の生残株確認なしから移植株１株が再確認されま

した。ＴＳ０２の秋季では、台風後の２株から１株に減少しました。なお、２ｍ枠内の最大

侵食量は、岸側の一角で－１０cmに達していましたが、移植株が確認されなかった箇所の最

大侵食量は約－１cm でした。 

６ページのＴＳ０３、０４では、台風後から秋季にかけて、藻場に大きな変化はみられま

せんでした。移植株が確認されなかった箇所の最大侵食量は－１cm 未満でした。 

７ページのＴＳ０５、０６でも、台風後から秋季にかけて、藻場に大きな変化はみられま

せんでした。 

８ページのＴＳ０７の秋季では、台風後から引き続き、生残株を目視確認できませんでし

た。ＴＳ０８の秋季では、台風後から移植株が４株から２株に減少しました。 

９ページのＴＳ０９、１０は、台風後から秋季にかけて、移植株が２もしくは３株増加し

ました。 

続いて１０ページです。２２か月から２３か月後の水温、塩分、全窒素、全リンに地点間

の差はほとんどみられませんでした。 
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１１ページは、確認された魚類及び底生動物です。２２か月後の合計種類数は、魚類は８

０種類、底生動物は４５種類でした。 

１２ページは、連続観測機器の設置状況について、下の写真でお示ししています。海草の

生育環境の把握とともに、台風期や冬季の季節風に伴う高波浪時の底質の安定性について、

流況の観測結果から算出されるシールズ数などを用いて検討していきます。今後、台風影響

による底質の撹乱状況、具体的には巻き上がりや移動の状態の把握を目的とし、平常時及び

台風時に設置予定のセディメントトラップについて、準備が整い次第、設置を行う予定です。 

１３ページからは、嘉陽海域での現地実証試験のモニタリング結果となります。 

１４ページは、秋季モニタリングの概要です。目視生残株数は前回調査の台風後と比較し

て、７地点のうちＫＳ０１で３株、ＫＳ０４で２株、ＫＳ０７で２株減少し、他の４地点で

は１株から２株増加しました。台風の影響が大きく、台風後に９株減少したＫＳ０４と１１

株減少したＫＳ０６については、ＫＳ０４は２株減少、ＫＳ０６は２株増加となり、大幅な

減少は生じていませんでした。最大侵食量が０cmから－２cm 程度であることからも、台風の

影響は収束したものと推察されました。まとめますと、秋季において、いずれの地点でも移

植株の生残に影響を及ぼすような砂面の侵食は生じておらず、目視生残株数にも大きな変化

はみられませんでした。これらの結果については、次回委員会で提示する中間評価①の考察

に用いるものとします。 

１５ページから１８ページまでは、各植付け区のモニタリング結果を示しています。 

１５ページのＫＳ０１は、台風後から秋季にかけて、移植株が１８株から１５株に減少し

ました。ＫＳ０２では台風後に確認されなかった２株のうち１株が再確認されたため、１８

株から１９株に増加しました。 

１６ページのＫＳ０３、０４は、台風後から秋季にかけて、藻場に大きな変化はみられま

せんでした。 

１７ページのＫＳ０５、０６は台風後から秋季にかけて、藻場に大きな変化はみられませ

んでした。 

１８ページのＫＳ０７は台風後から秋季にかけて、藻場に大きな変化はみられませんでし

た。 

続いて１９ページです。９か月から１０か月後の水温、塩分、全窒素、全リンに地点間の

差はほとんどみられませんでした。 

２０ページは、確認された魚類及び底生動物です。９か月後の合計種類数は、魚類は７６

種類、底生動物は２３種類でした。 

２１ページは、連続観測機器設置状況について、下の写真でお示ししています。海草の生

育環境の把握とともに、台風期や冬季の季節風に伴う高波浪時の底質の安定性について、流

況の観測結果から算出されるシールズ数などを用いて検討していきます。今後、台風影響に

よる底質の撹乱状況の把握を目的とし、平常時及び台風時に設置予定のセディメントトラッ

プについて、準備が整い次第、設置を行う予定です。 

次に２２ページからは、嘉陽海域の夏植付けの現地実証試験のモニタリング結果となりま

す。 
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２３ページです。令和２年６月に植付けを実施し、６月にモニタリング調査として１週間

後と２週間後を、７月に１か月後を、８月に２か月後を、９月に３か月後と台風後、１０月

に秋季モニタリングを実施しています。 

２か月後までは４区画のいずれにおいても移植株の外観異常や藻場の流失はみられません

でしたが、前回委員会でお示ししましたとおり、ＫＳ１１の３か月後では台風９、１０号後

に移植株の流失がみられました。この状況を右上の写真で示しています。なお、秋季モニタ

リングにおいては移植株に大きな変化はみられていません。 

２４ページからは、豊原海域における試行的な海草類の生育範囲の拡大のモニタリング結

果となります。 

２５ページです。令和元年度の試行的植付けのモニタリング結果になります。現地実証試

験により得られる知見を随時用いながら、海草類の生育範囲の拡大を目的として実施してい

ます。 No.７、１３、２３の区画は、それぞれ植付け地点①、②、③の各区画の中央付近に

位置する区画になります。植付けは１地点当たり１区画に２０株として、ＴＳ０５周辺に１

７区画、ＴＳ０９周辺に８区画、合計２５区画で植付けを実施しています。 

移植株の状態や推移を把握するための状況確認は、約１割の区画を対象に、４季に実施す

るほか、台風後にも適宜実施します。全体について、遠景での写真撮影を行い、目視観察と

して下の表に示す内容で状況確認を行っています。 

モニタリング結果写真は、各区画の植付け直後から、秋季までを示しており、水色の丸印

は確認された移植株を示しています。秋季モニタリングでは、台風で一時埋没していたもの

の、再びシュートが確認されたものがあり、その位置を赤の丸印で示しています。優占種は

主にリュウキュウスガモであり、区画 No.１３では植付け時から生育しているリュウキュウ

アマモもみられました。 

２６ページは令和２年度に実施した試行的植付けの状況になります。中間評価①で得られ

た知見と令和２年台風９、１０号の通過後の状況を踏まえ、沖側の地点で生残率が良好であ

ったことから、図中の水色の丸印で示す３地点の既存藻場縁辺部等を中心に令和２年１２月

１９日から２５日に植付けを実施しています。下の写真は植付け状況になります。今後、令

和元年度の植付けと同様の項目で状況確認を行っていきます。 

２７ページからは、豊原で実施している植付け密度の検討のための試行的植付けのモニタ

リング結果となります。 

２８ページです。地図に示す豊原海域の３地点において、植付け密度の検討のために、２

ｍ枠内に植付ける株数を２０株、４０株、６０株として実施しています。令和元年１２月に

植付けを実施し、令和２年１０月で植付けから１０か月が経過しています。秋季モニタリン

グでは、ＴＭ０１では移植株のシュート数は維持されましたが、ＴＭ０２、０３では減少傾

向がみられます。令和３年冬季までモニタリングを継続し、適切な植付け密度を評価する予

定です。なお、これらの区域では、ボウバアマモやウミヒルモ属なども確認されているとこ

ろです。 

２９ページからは、前回委員会で指導・助言をいただきました、令和２年台風９、１０号

の影響、特に砂面変動に関する考察について整理検討した内容となります。 
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３０ページは、各地点の海草藻場の変化と砂面変動等の把握方法について、モニタリング

区画での既存藻場を含む海草藻場の変化と砂面変動等を的確に捉えることを目的として、地

点ごとに、海草の生育状況のスケッチの他、砂面高、最大侵食量、海草藻場の被度別面積と

目視生残株数、底質概観と砂漣について変化の特徴と考えられる要因を整理しています。 

整理結果の具体例として、令和２年台風９、１０号の影響が大きかったＴＳ０８と、あま

り変化がなかったＴＳ０９を図に示しております。台風前後で砂面の侵食量が大きかったＴ

Ｓ０８では目視生残株数が減少しており、一方、砂面の侵食量と再堆積量が小さかったＴＳ

０９では目視生残株数に大きな変化がありませんでした。 

３１ページの右下の図は令和２年台風９、１０号通過後の地点評価を示しており、目視生

残株数、既存藻場ともに台風後に減少した赤丸の４地点と、目視生残株数、既存藻場ともに

台風後に大きな変化なし、または増加した青丸の６地点とに大別しています。また、左下の

図は第２９回委員会で提示した中間評価①の地点評価を示していますが、これにおいて、目

視生残率が「漸減傾向」または「台風影響が大きかった」と評価していた岸側の４地点は台

風後の赤丸に該当し、目視生残率が「比較的良好」と評価していた沖側の６地点は台風後の

青丸に該当しています。 

３２ページに、中間評価①の地点評価と令和２年台風９、１０号通過後の目視生残株数等

の変化を比較整理した結果を表に整理しています。 

岸側に設定した４地点は、中間評価①で示したとおり、植付け１年後までの目視生残率が

比較的低く、令和２年台風９、１０号通過後に目視生残株数がさらに減少しています。これ

らの地点では、台風に伴う砂面変動が大きく、既存藻場の分布面積の減少や底質概観の変化

などがみられています。沖側の６地点は、植付け１年後までの目視生残率が比較的良好で、

台風通過後の目視生残株数に大きな変化なし、または増加していました。これらの地点では

台風に伴う砂面変動が概ね「小～中」程度で、既存藻場や底質概観に大きな変化はみられま

せんでした。最大侵食量及び再堆積量は、ウィルコクソンの順位和検定において有意差が認

められた地点のうち、過半数の他地点よりも大きな地点を「大」、過半数の他地点よりも小さ

な地点を「小」、これら以外の地点を「中」としました。本判定は最大侵食量や再堆積量を２

地点間で比較した検定結果に基づいており、移植株が影響を受けない程度の侵食等であって

も相対的に「大」と判定されることがあります。また、本検定の特性として、最大侵食量と再

堆積量の値が均一であるほど、他地点より「大」、または「小」と判定される傾向にあります。

これらの特性及び傾向があるため、砂面変動の適切な評価方法について、中間評価②に向け

て検討を進めていく考えです。 

３３ページからは、現在、植付けを実施しているリュウキュウスガモ以外の、他の海草種

の植付けの可能性検討についてです。 

３４ページです。第１６回委員会において、ウミヒルモ類、ウミジグサ類等といった他の

海草種について、実験的手法によるライフサイクルの把握、種の採取方法及び植付け方法等

の検討を行う方針を提示しており、今回の資料では、既存知見の整理と、陸上水槽での観察

から安定的な種苗の生産が可能かを検討した結果を示しています。 

まず、検討対象種の選定を行っています。平成２９、３０年度の海藻草類スポット調査の
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うち、各地先海域のリーフ上で、海草類の生育が見られた合計３３地点について、種別の記

録地点を集計したところ、確認された海草種は右上の表の１０種でした。 

このうち、ホソウミヒルモは出現地点数が少なく、好適生育場が水深約１０ｍの深所とさ

れているため対象から除くこととしました。 

そのため、リュウキュウスガモ、ウミヒルモ、オオウミヒルモ、ニラウミジグサ、ホソバ

ウミジグサ、マツバウミジグサ、ベニアマモ、リュウキュウアマモ、ボウバアマモの９種を

検討の対象として選定しました。 

次に、既往文献整理を行っています。対象とした９種について、開花や結実の時期と頻度

を整理するために、既往文献の整理をした結果を右下の表に示しています。リュウキュウス

ガモでは結実は「普通」にみられ、ウミヒルモ、オオウミヒルモでは「やや普通」、マツバウ

ミジグサでは「たまに見つかる」とされており、種子採取の可能性があります。一方で、ベニ

アマモでは開花・結実とも稀であり、ボウバアマモ、リュウキュウアマモでは結実は知られ

ておらず、ニラウミジグサ、ホソバウミジグサの結実については情報がほとんどなく、これ

らの海草種では種子採取の可能性は低いと考えられます。 

３５ページです。陸上水槽における飼育の観察結果について示しています。対象９種を陸

上水槽で飼育し、生育するか、開花・結実がみられるかについて観察し、また、飼育中にシュ

ート数の増加が多くみられれば、栄養株を用いた種苗生産による手法も検討することとしま

した。右のグラフは海草類の陸上水槽における生残率の推移について整理したものです。リ

ュウキュウスガモでは、天然海域と同時期である１１～１２月に開花がみられました。一方

で、他の海草類では、マツバウミジグサでは７、８月に蕾がみられたものの、ベニアマモ、ニ

ラウミジグサ、リュウキュウアマモ、ボウバアマモでは、開花・結実は確認されませんでし

た。生育状況を確認したところ、ホソバウミジグサ、ウミヒルモ、オオウミヒルモは１２か

月後まで生残しませんでした。その後、２４か月後まで観察を継続したところ、リュウキュ

ウスガモ、ベニアマモは生残率１００％で生育していましたが、他の海草種は時間とともに

衰退し、リュウキュウアマモ、ボウバアマモ、マツバウミジグサは僅かに残ったものの、ニ

ラウミジグサは生残しませんでした。また、安定した生育がみられたベニアマモにおいても

シュート数の増加はほとんどみられなかったことから、栄養株を用いて移植用の種苗を量産

することは困難であると判断しました。 

３６ページは検討結果のまとめです。既往文献の整理から種子採取の可能性があるのは、

リュウキュウスガモ、マツバウミジグサ、ウミヒルモ、オオウミヒルモの４種でした。一方

で、陸上水槽における生残率から生育状況が良好であったのは、リュウキュウスガモとベニ

アマモの２種でした。 

種子採取の可能性のある４種のうち、リュウキュウスガモは種子の採取と陸上水槽での生

育が安定していることから、既に種苗生産を実施しているところです。種子採取の可能性の

ある残りの３種類、マツバウミジグサ、ウミヒルモ、オオウミヒルモは、今回の陸上水槽で

の生育状況をみると生育させることが困難と考えられます。今後の可能性としては、種子か

ら生育させることができるのかを確認する必要があります。そのため、実証試験等のモニタ

リング時に当該海域で種子が得られるかを観察し、確保できる場合は、種子からの生育が可
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能か確認を行う考えです。 

ベニアマモは、今回の陸上水槽において生育は良好であったものの、開花・結実がみられ

ることがなく、既往文献においても天然海域における種子の観察例が稀であることから、種

子からの種苗生産は困難と考えられました。 

以上により、現時点では、安定的な種苗が確保でき、陸上水槽で生育可能であるのはリュ

ウキュウスガモのみとの結果となりました。今後は引き続き、既往文献により種子採取の可

能性のある３種、マツバウミジグサ、ウミヒルモ、オオウミヒルモを中心に、今回植付け可

能性を検討した、リュウキュウスガモを除く８種の対象種について、当該海域で種子が得ら

れるのかを観察し、確保できる場合は、種子からの生育が可能か確認を行います。 

なお、既往の知見では、大型海草類の隙間の砂地に、生長の早い小型海草類が進入するこ

とが知られており、本実証試験においても、試験区内にウミジグサ類やウミヒルモ類等の小

型海草類の進入もみられていることから、移植株の存在や伸長によって、生育範囲外を含め

た藻場周辺が安定し、多種の海草類が混生する藻場として拡大していくことが期待されます。

そのため、現在実施している移植株の伸長と小型海草類の出現状況についても、モニタリン

グにより把握していく考えです。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。それでは、何かご意見等がありましたら、よろしくお願い

します。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

他の海草種の植付けの可能性の検討について、最後にまとめていただいていますけれども、

やはり水槽の中で飼育するということが困難な種が多いという点に関しては、私もこれまで

の経験から同意するところです。海草の中でも、海草場として同所的に存在するものもいま

すが、種によっては移動していくようなタイプの生活を送るものも多いので、移動していく

ようなものが水槽の中で生きられないというのは理にかなっているかなと思います。今回の

最大の目標というのは、海草場自体の多様性を増すことが最終的な目的ですので、培養困難

な種の種苗生産をするということではなく、リュウキュウスガモ自体のアマモ場を安定的に

造っていくことで、その他の海草の加入を期待していく、どちらかと言うと、フィールドで

人工的に造ったアマモ場にどういった種が加入してくるかというところにフォーカスして調

査を実施していただくと、造り上げたものが成功だったかというところの検証にも繋がると

思うので、今後の方針としては、説明いただいたとおり、フィールドで確認しながら、もち

ろん種苗生産できればよいのですけれども、どちらかと言うと、フィールド調査の方を重点

的に進めていただくのがよいのではないかと、私個人としては思います。 

 

委員長： 
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ありがとうございました。事務局、よろしいですね。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員： 

一つよろしいでしょうか。代替施設の建設に伴って海岸の地形が変わってくると、波浪の

影響というのも少し変わってくると思うのですね。そうすると、今ここで検討しているとこ

ろの増殖の検討から更にどのように繋げるかというところも、これから考えなければいけな

いのかなと思います。当然、今の周辺海域の中でどのように増殖が可能なのかというところ

を検討している最中だと思うのですが、最終的にある程度の増殖をこの周辺で行うというた

めにも、代替施設建設後にどのようにうまく増殖の技術というものを活かせるのか、という

ことについて今後検討が必要になるような気がします。 

 

委員長： 

事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

今回の資料の１ページ目に全体のこれまでのフローを示させていただいていまして、拡大

場所の選定で初めに豊原、嘉陽などを選定させていただいて、ヘチマポットを用いた手法を

検討しているというところですので、今後また、連続観測機器も設置いたしましたので、流

況の部分についてもデータを集めて分析を進めていきたいなと思っているところです。 

 

委員： 

わかりました。 

 

委員長： 

ありがとうございます。藻場の拡大を検討していく上で、海岸地形が変化することも含め

た分析が必要ではないかというご指摘だったと理解をいたしました。 

他にはいかがでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

３０ページですが、各地点の藻場の変化のことで、ＴＳ０８とＴＳ０９の変化の様子が出

ています。ＴＳ０８は台風による砂面の侵食量が大きかった、それに比較してＴＳ０９はさ

ほど変化がなかったということですが、この変化の要因は把握しておられるのでしょうか。

こういった要因がわかっていますと、株を植付ける際の有用な情報になろうかと思うのです

が、いかがでしょうか。 
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委員長： 

事務局どうぞ。 

 

事務局： 

現地実証試験において植付場所を選定する時点で、そもそもＴＳ０８は裸地だったのです

が、藻場がないような所も、植付けたらどうだという目的から選定しています。３０ページ

のＴＳ０８とＴＳ０９を比較したところにつきましては、このように砂面高の変化量や最大

侵食量を表示して、定量化に向けて、海草藻場の変化と砂面変動等の把握方法の一例として

お示ししているというところです。この要因が何かというのは、その後の３２ページのよう

なところで様々なパラメータを絞っていきたいと考えているところです。 

ＴＳ０８とＴＳ０９を具体例として挙げたその趣旨は、この最大侵食量が、同じ台風が来

た時にも大きく違うというところが明らかなところですので、このＴＳ０８とＴＳ０９の差

がこの台風で出たというのは、最大侵食量が重要なファクターの一つであろうということが

考えられるので、今回お示ししたというところです。 

 

委員長： 

よろしいでしょうか。 

 

委員： 

ありがとうございました。 

 

委員長： 

他にはいかがでしょうか。 

ないようでしたら、まとめをしたいと思いますが、３６ページの今後の植付けの可能性の

検討、他の海草類の植付けの検討ということについては、リュウキュウスガモの植付けをす

ることによって、その間に小型海草類が自然に進入してくるということを期待するという、

事務局で提案されている手法の妥当性を確認いただきました。 

それから、今後の藻場の拡大検討に伴って海岸地形の変化に留意していくことというご指

摘がございました。 

そうしますと、新しい点としましては、海草藻場の植付箇所の選定に資するため、海岸地

形の変化に留意することということを当委員会の指導・助言としたいと思います。よろしい

でしょうか。 

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

それでは、議事の５つ目、美謝川整備及びモニタリング計画について、事務局より説明を

お願いいたします。 

 

【議事⑤：美謝川整備及びモニタリング計画について】 
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事務局： 

それでは、資料４の美謝川整備及びモニタリング計画について説明させていただきます。 

１ページは概要・経緯等についてです。第２７回環境監視等委員会で環境配慮に関して示

した後、出水時にも安定した流れが維持されるかを確認する目的で河道の水理模型実験を行

うとともに、専門の委員の指導を踏まえ河床構造等の詳細について調整しています。林地開

発行為に関する環境配慮事項についても整理しています。また、第２７回環境監視等委員会

にて、整備後の美謝川における河川生物の「モニタリング手法について計画を進める」旨の

指導・助言を得ていたことから、本資料にモニタリング計画案を提示しています。 

２ページから美謝川整備についてです。 

３ページは、環境配慮事項についてです。第２７回環境監視等委員会で提示した環境配慮

事項の考え方は以下のとおりとしております。河口の河床高は生物の進入に配慮して設定し

ます。落差工の落差は２ｍまで、全面の粗石付斜路とし、生物の移動に配慮します。水路周

辺から赤土等が流出しないように切土法面には緑化の措置を行います。寄せ石の配置や護床

ブロックへの砂礫の充填などにより生物生息に適した多孔質な構造とする工夫をします。河

岸は寄せ石により水際植生の生育を促進し、護床ブロックの設置高を工夫することで流速に

変化をつけるなど、生物生息に適した多様な場を創出します。可能な範囲でラグーンのもつ

機能を有するための工夫として、下流部の川幅をできる限り広くし、河床に護床ブロックを

設置することで流速が小さくなるよう配慮します。 

生物環境区間として整備する下流部については、多様な生物種への配慮をします。これま

での現地調査で確認された底生性魚類、遊泳性魚類、甲殻類及び貝類などが生息できるよう

に配慮します。具体的には、海域からの連続性を保つこと、干出しない環境とすること、流

速に変化をつけることで瀬的、淵的な環境を創出すること、河床の隙間や河岸植生などによ

り隠れ場所を創出すること、河岸から陸域への移動にも配慮することとしています。 

４ページは、河床構造等の調整箇所の概要になります。環境配慮事項を維持し、出水時に

も安定した流下が可能となるよう、河道の水理模型実験を実施し、専門の委員の指導を踏ま

え、河床構造等の調整を行っています。 

調整箇所の概要は各部の四角囲みに示しております。なお、流程ごとの詳細な調整状況は

５ページ以降に示しています。 

５ページは、上流部の減勢区間の調整箇所です。洪水吐き側水路及び暗渠１の河床高、暗

渠１から暗渠２へのすり付け角度及び暗渠３の流路幅の調整をしており、これら調整箇所に

ついても、護床ブロックの設置と砂礫による空隙充填の実施により、環境への配慮を充足し

ています。 

国道横断部の施工について、開削の場合、国道３２９号線を片側交互通行とする必要が生

じるため、渋滞発生が懸念され、住民生活に支障を来たすことから、国道上を掘削しない非

開削による工法で行うことを計画しています。 

６ページは、中流部の移行区間の調整箇所です。開水路１及び暗渠４の河道幅の調整をし

ております。これら調整箇所についても、護床ブロックの設置と砂礫による空隙充填、落差

工河床を粗石付斜路とすることにより、環境への配慮を充足しています。 
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７ページは、下流部の生物環境区間の調整箇所です。右岸及び左岸の護岸形状を調整して

います。また、下流端付近の水路及び直下流海域の流況を改善するために河口部の河床高を

下げることで河口部河床の調整を行います。これら調整箇所と併せ、護床ブロックの設置と

砂礫による空隙充填、護床ブロックを用いた窪地の設置、河岸への寄せ石の配置、落差工河

床を粗石付斜路とすることにより、環境への配慮を充足しています。 

整備後の左岸側の河岸植生は、第２７回環境監視等委員会で現況の美謝川の植生を参考に

検討するとしており、右下の現況の美謝川河岸写真の植生はアダン群落、オオハマボウ群落

となっていることから、整備後の河岸においてもアダン、オオハマボウの植栽を考えていま

す。 

８ページは、林地開発行為に関する環境配慮事項になります。美謝川整備にあたり、森林

の伐採を伴いますので、災害防止及び環境の保全の観点からの環境配慮を予定しています。

具体的には、法面部における災害防止対策として、植生基材吹付を、また、景観の維持に対

する配慮として、法面緑化及び周辺への植栽を予定しております。植栽箇所は、原状回復を

行う開削工法箇所の造林箇所、並びに整備により新たに発生する林縁部としています。美謝

川整備後の植栽樹種は、環境保全措置として可能な限り在来種を緑化材として用いることと

して、検討しています。 

９ページは、植生図と林地開発区域図の重ね合わせにより植栽樹木を検討した図になりま

す。原状回復箇所については、立木調査の結果及び植生図でイジュ－タブノキ群落となって

いることから、イジュ、タブノキ、アデク、トベラを選定しています。林縁部についても立木

調査の結果及び植生図を踏まえ、幼樹や低木によるソデ群落の形成を促すよう下記の植栽種

を選定しています。 

美謝川上流～中流部は、周辺の大部分がイジュ－タブノキ群落であるため、植栽樹木は、

イジュ、タブノキ、アデク、トベラを選定しています。 

美謝川下流は、周辺がアダン群落の海岸風衝低木林であるため、植栽樹木は、インドシャ

リンバイ、アダン、クサトベラを選定しています。 

１０ページは、美謝川整備箇所周辺の現況写真と整備後の断面イメージ図になります。法

面は基盤材吹付工を行うこととしています。 

１１ページからモニタリング計画についてです。 

１２ページは、環境保全図書に示していた事後調査の内容になります。第２７回環境監視

等委員会に提示した「美謝川整備における環境配慮事項について」への「今後のモニタリン

グ手法について、計画を進めること」との指導・助言を踏まえ、整備後の美謝川におけるモ

ニタリング計画について、環境保全図書に示していた事後調査の内容を踏まえつつ、詳細を

検討しています。１３ページ以降に河川水生生物及び植生状況の調査内容について具体をお

示ししています。 

１３ページは、河川水生生物の調査です。整備後の美謝川の河川水生生物の調査項目とし

て、魚類等遡上、魚道周辺生物、魚道の評価を行います。右の表は生物調査方法について、整

理したものです。 

１４ページは、遡上する生物種の状況把握の調査地点の案になります。 
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１５ページは、調査期間や判断基準などについて示しています。調査期間は、整備工事終

了後から供用後３～５年程度とし、調査時期は調査開始から１年間は年２回以上、２年目以

降は遡上の状況に応じて、多くの種が遡上すると考えられる春先から夏にかけて年１回以上

で計画しています。環境影響の程度が著しいと判断する基準は、遡上生物が確認されないこ

ととします。環境影響が著しいと判断された場合の対応は、専門家等の指導・助言を踏まえ、

減少要因の検討及び更なる保全措置を検討します。また、右の表は、魚道機能のチェックリ

ストについての案となります。このチェックリストは、建設省河川局による「魚ののぼりや

すさからみた河川横断施設概略点検マニュアル(案)」を参考とし、整備後の魚道機能のチェ

ックに適するように作成しました。 

１６ページは、植生状況の調査です。整備後の美謝川の植生状況の調査項目として、目視

による植生分布状況の把握、代表地点における群落組成調査及び代表測線における植生断面

図調査を行います。調査地点・範囲について、植生分布状況は暗渠区間を除く美謝川整備後

水路内全域とします。群落組成調査は美謝川整備後水路内の任意の地点を考えています。植

生断面図調査は水路内、左岸法面及び左岸法肩から２５ｍの範囲とし、このイメージを右の

図－４に示しています。また、植生断面図調査の場所は、移行区間２測線及び生物環境区間

２測線で行うこととしています。調査期間は整備工事終了後から供用後３～５年程度として

おり、調査時期は春季・秋季の年２回としています。環境影響の程度が著しいと判断する基

準は、整備後の生物環境区間の水路内左岸側を対象とし、河岸における植生の形成不良が確

認された場合、また、河岸植生への影響が懸念される外来種の繁茂による河岸植生への被圧

等が確認された場合とします。環境影響が著しいと判断された場合の対応は、専門家等の指

導・助言を踏まえ、形成不良等の要因の検討及び更なる保全措置を検討します。 

１７ページは、整備後の美謝川の植生状況の調査地点案になります。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。美謝川の整備につきまして、具体的な整備の断面形だとか、

護岸の整備や作り方、そちらの設計の方もかなり進みつつありまして、それに合わせてこの

整備の計画あるいは美謝川の整備が終わった後、モニタリングをどう進めていくかという案

についてご説明いただきました。 

それでは、ご質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

水理学的なものについては実験をされて十分に検討され、安定な流れが確保できていると

思いますので結構だと思います。 

その上で、植生については現況あるいはモニタリングについて詳しく検討していただいて

いるのですが、水生生物に関して現況がどうなっているのか、特に魚類とか甲殻類がどうい

うものがいて、どういう移動をしているのかという記述があまり見られないので、モニタリ
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ングのためにも、現況がどうなっていて、モニタリングをしたときにそれとどう比較してど

う変化しているのか、ということを少し気にしておいた方がよいと思います。それから、水

質についてもモニタリングはされるのでしょうか。 

 

委員長： 

ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

生物の調査ですが、現在の美謝川については上流、中流、下流において水生生物の調査を

行っています。今回の資料につきましては、第２７回の委員会でもお示ししましたとおり、

３ページに記載していますが、これまでの現地調査で底生性魚類のハゼ科、遊泳性魚類のユ

ゴイ科、甲殻類のヌマエビ科等、また貝類等が生息していることから、これらが生息できる

ように配慮することをお示ししています。それらの状況については今回お示ししたモニタリ

ング調査として確認させていただく方針です。 

 

委員： 

これについてはデータを整理しているわけですね。 

 

事務局： 

事後調査で現況の美謝川での調査結果を含めて整理、公表させていただいているところで

す。 

 

委員： 

データとしてあるわけですね。それなら結構です。 

 

事務局： 

はい。 

 

委員長： 

よろしいでしょうか。 

この場で資料をまとめていただいて議論をする段階において、委員からもご指摘がありま

したけれども、過去に資料として出していたとしても、できる限りその都度具体的な現況調

査がどうなっているかというところは簡単にまとめていただきつつ、こういったモニタリン

グで何か抜けがないかということは確認していく必要があると思いました。 

今後の資料作りに活かしていただきたいと思います。 

 

事務局： 

はい。ありがとうございます。 
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委員： 

よろしいでしょうか。整備後の美謝川については、現況の美謝川の生息域と異なる状況に

はなると思いますが、資料の３ページの下流部という生物環境区間の中で、ここは遊泳魚が

主にみられるところ、それより上流側になりますと、いわゆる底生魚、特にハゼ類、それか

ら甲殻類、これらが生息できる環境にある程度なるだろうと考えます。ただ、最低限の水量

がないと甲殻類、底生魚といえども生息環境が厳しくなるというところで、現在は上流部か

らの通水がないときについても生息環境をどうやって担保するかを検討していると思います。 

 

委員長： 

ご説明ありがとうございます。まずは３ページの下の図にあるような区間に分けて対象生

物をまとめていくということ、それから、出水がないときを検討されているということをご

紹介いただきました。 

他にはいかがでしょうか。 

 

事務局： 

事務局の方からまだお答えしていない水質のモニタリングについてご説明させていただき

ます。 

１４ページに調査地点の案をお示ししていますが、水質は整備区間全体の代表として、下

流部の淡水域に代表地点１地点を設定しています。具体的な調査項目としては、ＢＯＤやＤ

Ｏ、ｐＨ、ＳＳ、着色等を調査したいと考えています。 

 

委員長： 

委員よろしいでしょうか。 

 

委員： 

水質について何をどのように測定するかということが書かれてないので、それも書いた方

がよいのではないかと思います。 

 

委員： 

よろしいでしょうか。水温上昇が一定以上いきますと、甲殻類は死滅してしまいますので、

底生魚もそうだと思いますが、ある程度水温を担保できるようにしていくということは生息

環境に重要な点ではないかなと思います。そういう意味では水質調査の項目には、水温も入

れた方がよいと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。水質調査項目の中に水温という項目を考えていただきたい、とい

うことですね。それは、特に書いていなかったと思いますので、こちらは留意していただき
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たいと思います。よろしいでしょうか。 

 

事務局： 

そういったところも配慮させていただきたいと思います。 

 

委員長： 

よろしくお願いいたします。他にはいかがでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

水質というものに影響を与えているのが主に微生物ですね。これは微細藻類からバクテリ

アに至るまで、微生物というのが大きな影響を与えてくるのですが、長い距離を暗渠にして

しまうことによって、おそらく中にヘドロが溜まって、低酸素状態ですとか、もっと言えば

嫌気状態になると思います。嫌気状態になったところでは例えば硫化水素が出やすくなって

しまいますので、それは水質に大きな影響を与えると思います。今回１箇所だけ水質を確認

するという調査地点を設けていますが、これが十分とは思えません。ＤＯを測るということ

ですが、ＤＯだけではなく、硫化物イオンを加えるなど、水質自体の調査というものを、も

う少し丁寧にやるような努力をお願いしたいと思います。着色というところで微生物を多少

検討されているのだと思うのですが、微生物というのは、暗渠の中では色が出ない微生物の

発生もありますので、そういった色による判断ではなく、もう少し微生物自体もきちんと調

査するような項目も入れていただけたらと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

今のご指摘についても、配慮していきたいと思います。 

 

委員： 

今の点についてよろしいでしょうか。 

 

委員長： 

はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

平坦なところであると、ご懸念のように水量が少ない中で水質の悪化が懸念されると思い

ますが、計画では暗渠設置区間の中の勾配が比較的急な勾配になっておりまして、水が流れ

る状況であれば、循環する環境は得られると思います。それから今ご指摘のように、水質の
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チェックの位置、場所が下流側の方だけではなくて、何点かチェックする位置を考えた方が

よいというのは、そのとおりだと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

暗渠を作るとモニタリングは難しくなってしまうのですが、今のところは急勾配にして水

が流れやすい、そういう設計になっているということでした。ただ、委員のご指摘のように、

今回の計画案ですと、水質を測る場所が１箇所しかない。これは水質や、あるいは流れが少

ない時の堆積の状況を考えると、もう少し増やすべきであるというご指摘でした。 

他にいかがでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

今の勾配の件ですが、辺野古ダムから大浦湾までの高低差がどのくらいあるのか、断面で

みせていただけるとわかりやすいと思います。それともう一つ、先ほど様々な魚類がいると

いうことを説明されたと思うのですが、どういう魚がどのくらいの傾斜角を登っていけるの

かという基本的な資料があって、それで傾斜角を決めていくのではないかと思うのですけれ

ども、その辺りの基本的な事はこの計画の中で考慮されているのでしょうか。 

 

委員長 

事務局いかがでしょうか。 

 

事務局 

全体的な横断についてですが、基本的に 1/200 の傾斜で、さらに落差工につきましては 1/15

の勾配の粗石付斜路としておりまして、想定している甲殻類やハゼ、ユゴイ等は遡上できる

と考えています。 

 

委員長 

委員いかがでしょうか。 

 

委員 

それを説明いただけるとよかったかなと思います。ありがとうございます。 

 

委員長 

委員がおっしゃった断面というのは、辺野古ダムからどういう勾配で、あるいは落差工を

伴いながらある部分が暗渠になって、ある部分が開渠になって、河口まで流れるのかという

ことだと思います。そういう図面でご説明いただけますと、皆様の理解が進むかなと思いま

した。 
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よろしいでしょうか。 

 

事務局 

はい、ありがとうございます。 

 

委員 

水が少ない時にどのような流況になるのか、特に渇水時にどのような流況になるのかとい

うのは生物の生息環境として重要な気がするのですが、そのあたりのデータはありますでし

ょうか。特にダムの下流直下あたりで、おそらく減勢区間になると思いますので、水は流れ

ているのでしょうか。 

 

委員長 

いかがでしょう。 

 

委員： 

以前に現況の美謝川の実態を把握するために、河口部から上流の方まで上がっていった経

緯があるのですが、ダムに到達する手前の段階から伏流水のようになって、表面流がほとん

どないような状態がありました。その下流側の方で伏流が地下水のような形で湧いて、溜ま

りがあって、そこに水生生物が生息しているというのが今の実情です。 

ダムの上流側へ移動しているときというのは、雨とか少し増水があった時に、甲殻類・底

生魚がそれに沿って移動しているというのが今の実際の川の状況です。 

そうすると、新しく美謝川を整備したときに、もう少しダムの近くのところから通水して

生息できるような環境を作ってあげないといけないと考えています。 

 

委員： 

前に漢那ダムに行ったことがあるのですが、あそこは右岸側にダムに沿ってチョロチョロ

水を流していました。そこを見た時には、ほんの少し水がチョロチョロ流れているのですが、

ハゼみたいなものがよじ登っていたような記憶があります。おそらくほんの少しの水がある

とたぶんカニとか甲殻類やハゼなんかは上っていけるかもしれません。そのあたりもこれま

でのデータがあると思うので、少し調べていただいた方がよいのではないかと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それではまとめたいと思いますが、美謝川の水理学的な検討につきましては、ご専門の委

員を中心としてかなり進められておりまして、かなり具体的な形が決まりつつあります。今

日、説明のありましたこの区間で何を留意しなければいけないのか、ということがわかりや

すくなるような資料を少し工夫していただきたいという、そういうご指摘がありました。 

また、現状でこの川の中で場所ごとに生物がどういうふうに利用しているのか、そういう
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利用実態あるいは流れの実態ということを組み合わせて、再整理をした上で適切なモニタリ

ング計画に落とす必要があると思います。具体的なご指摘としましては、水生生物あるいは

水質の記述が少なかったということで、それを加えていただきたい。それから、水質のモニ

タリング地点につきましては、１点という案では足りなくて、これは現状の水の流れ方、あ

るいは整備した後の水の流れ方や生物の利用状況を考えて、どういう場所にモニタリング地

点を設定するか、もっと複数箇所の選定を考えていただきたいというご指摘があったかと思

います。 

流量の変動が大きいところで、難しいところですので、より一層きめ細やかな対応が必要

かなと思いました。 

以上の点を本委員会の指摘・助言としてよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

引き続き、ご専門の委員にもご指導を仰ぎつつ、またわかりやすい資料を提示していただ

き、計画をよりブラッシュアップしていけるようお願いします。 

 

事務局： 

はい。整理したいと思います。 

 

委員長： 

よろしくお願いします。 

それでは議事の６番目、資料５の工事の実施状況等について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

【議事⑥：工事の実施状況等について】 

事務局： 

資料５の１ページと２ページをご覧ください。 

２ページには最新の状況について上空からの写真を載せています。 

３ページからは、２０ｍ以深の底生動物調査についてです。 

４ページです。本事業に伴う環境保全措置として、２０ｍ以浅の改変区域を対象とし底生

動物の移動を行うこととしており、その実施状況は過去の委員会資料に提示しているところ

です。２０ｍ以深の底生動物についても生息状況を把握しておくべきとの意見により、第２

２回委員会にて採泥器による埋在性底生動物の調査結果を整理しています。 

その後、同委員会にて実施することを提示していた、大浦湾内の２０ｍ以深４０ｍ以浅の

２１地点における、表在性底生動物の潜水目視観察による調査を実施しています。またこれ

に合わせて、空気潜水では対応できない４０ｍ以深の４地点において、ＲＯＶによる表在性

底生動物の調査を実施し、このうち改変区域内の３地点については、採泥器による埋在性底

生動物の調査を実施しています。これらの調査は令和２年７月２３日から９月２２日に実施

しています。 

これらの実施により、採泥調査のみでは把握しにくい表在性底生動物の記録と、埋在性底
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生動物の追加記録を行いました。下の図は調査地点を示しています。 

５ページは、調査地点の海底の状況について示しています。２０ｍ以深となる調査地点の

海底の底質は、砂、砂泥、泥が卓越しており、一部に転石や礫がみられました。海底へのロー

プ設置作業時には、底泥の巻き上がりによって、視界不良となる場合もみられました。 

６ページは、潜水目視調査の結果について示しています。潜水目視調査による記録種は、

地点別では０～１７種類、合計５６種類が記録されました。このうち、採泥器により平成３

１年４月に２０ｍ以深で実施した調査では記録されなかった種は５０種類であり、下の表で

緑に着色した種になります。重要な種に該当する種は記録されませんでした。なお、以前に

重要な種の選定基準であった沖縄県レッドデータブック第２版の掲載種としてはヒメカニモ

リ、オオユキミノが記録されました。そのほか、１９学会合同要望書の掲載種である

Lanceopora 属が記録されました。これらの写真を右側に示しています。 

７ページは、ＲＯＶ調査の結果について示しています。ＲＯＶ調査による記録種は、地点

別では５～１６種類、合計２７種類が記録されました。このうち、採泥器により平成３１年

４月に２０ｍ以深で実施した調査及び次ページに示す令和２年９月に４０ｍ以深で実施した

調査では記録されなかった種は１７種類であり、下の表で緑に着色した種になります。重要

な種などは記録されませんでした。下に示している写真は各地点の海底の状況と、ＲＯＶ映

像により見られた生物の例になります。 

８ページは、採泥調査の結果について示しています。採泥調査による記録種は、地点別で

は１７～３９種類、合計６９種類が記録されました。左の表では分類群ごとの記録種類数を

一覧として示しており、分類群別には、海底に潜る埋在性種であるゴカイ綱の種類数が最も

多くみられました。 

重要な種に該当する種はキヌタレガイ、ハツヒザクラ及びミクニシボリザクラの３種が、

また、以前に重要な種の選定基準であった沖縄県レッドデータブック第２版の掲載種はミガ

キヒメザラが記録されましたが、１９学会合同要望書の掲載種は記録されませんでした。こ

れらの写真を下に示しています。 

９ページには、大浦湾の２０ｍ以深で記録された底生動物の重要な種などについて、大浦

湾での記録状況を総合的に整理した結果を示しました。令和２年夏季の調査で、２０ｍ以深

で新たに確認された種は、ヒメカニモリ、オオユキミノ及び Lanceopora 属の３種であり、こ

のうちオオユキミノと Lanceopora 属は、過年度に２０ｍ以浅でも記録されています。 

１０ページは、９ページに示した２４種類について、既往文献等により「既知の分布域」

及び「生息環境」の知見を整理した結果を示しています。これらの情報を整理すると、「大浦

湾の水深２０ｍ以深のみに生息が限定される種」は、記録されていない状況となっています。 

次に１１ページからは、陸域動植物の環境保全措置の移動計画についてです。 

１２ページは、陸域動物について、追加された移動対象種の移動先を検討した結果です。

第５回委員会で示した「陸生動物の移動計画（案）」以降の令和元年度までの事後調査におい

て、改変区域内で新たに確認された重要な種やレッドリスト等の更新により追加された４４

種について、これまでと同様の考え方で移動先等を検討しました。 

第５回委員会で示している移動先の選定手順に基づき、追加された移動対象種について移
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動先の選定の検討を行った結果、既存の移動先から選定できる種もありますが、それらでは

生息環境として相応しくない種や、それら以外でも生息が確認されている種もあることから、

ヤギマルケシゲンゴロウ以外の４３種については移動先に移動対象種が生息していること、

ヤギマルケシゲンゴロウについては移動元と類似の生息環境条件が存在することを確認し、

他の観点についても勘案の上で適切な移動先の選定を行い、計９箇所を移動先として追加す

ることとしているところです。捕獲方法及び放逐方法についても、第５回委員会と同様に、

追加された各移動対象種の生態特性、生息場所を踏まえて検討しています。 

１３～１４ページは、新たに追加された「移動対象種」の移動先の選定結果などを整理し

たものです。既存の移動先も含めると移動先は計７８箇所となりました。また、現行の事後

調査と同様に移動後の調査を実施することとしており、樹林性、湿地性、草地性、沿岸性の

種については、年度毎移動後年４回、海岸性の種については、繁殖期の夏期に４回程度実施

することとしています。 

１５ページは、陸域植物の追加された移植対象種の移植先について検討した結果です。陸

域動物と共通の観点にて、レッドリストの更新により新たに追加された１種について、移植

先、移植方法等を検討したものです。既存の移植先は追加された陸域植物の生育環境ではな

いことから、第５回委員会で示した移植先の選定手順に基づき移植先の検討を行った結果、

移植元が不明であったことから、既往文献に示された生育環境である「日当たりのよい草地

や道路の法面に生える」を踏まえ、生育環境であり、その立地環境の維持が見込まれる計２

箇所を移植先として追加することとしているところです。なお、移植元が不明であることか

ら、移植時における移植元及び移植先の生育環境を踏まえ、移植先を検討します。 

次に、１６ページから、ジュゴンの生息状況等について説明します。 

１７ページはジュゴン監視・警戒システムによる調査の実施状況です。監視用プラットフ

ォーム船による監視については、水中録音装置Ｋ－４地点での検出を踏まえ、令和２年４月

２１日より１隻追加して、合計４隻を配置して実施しています。 

１８ページです。施行区域内のＫ－４地点の令和２年２月から５月、８月及びＫ－５地点

の令和２年６月の録音データから、海洋生物の鳴音のような音を検出し、専門家からジュゴ

ンの鳴音の可能性が高いとの意見を得たことを第２５回から２９回委員会で報告しておりま

す。令和２年６月１１日よりＫ－４地点付近へ５台を追加配置していたものの、８月１６日

にＫ－４地点のみで検出されていたことを受け、第２９回委員会で提示したＫ－４地点付近

への水中録音装置の移設について、再検討の結果を踏まえ、１２月１７日から２２日にかけ

て移動しております。この移設の状況については、後ほどご説明します。 

１９ページから２１ページは、前回委員会で報告した以降のジュゴンの確認状況をまとめ

ており、１０月１日から１２月２０日までの間には、ジュゴンの鳴音である可能性の高い音

は検出されていません。また、ジュゴンの姿や痕跡も確認されていません。 

２２ページは、マンタ法によるジュゴンの食跡の発見状況の推移です。平成３０年１２月

以降、令和３年１月までの調査において食跡は発見されていません。 

２３ページは、ジュゴンの追加対応について、第２９回委員会で提示した海草藻場利用状

況調査、ヘリコプターからの生息確認調査、重点海域におけるジュゴンの生息状況調査、プ
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ラットフォーム船の運用、水中録音装置の運用、水中カメラでの記録、人工物の影響の確認

検討の実施状況、結果及び今後の対応を示しています。水中録音装置の運用については、後

ほどご説明します。水中カメラでの記録については、Ｋ－４地点のみで音が検出されたこと

を受け、撮影可能時間を長くするための技術的な検討を行い、１月１３日よりバッテリーを

改良した水中カメラの使用を開始し、約１０日間の連続撮影が可能となりました。なお、こ

のほかの対応については、今後も従前と同様の内容で継続していく予定です。 

２４ページは、海草藻場利用状況調査の追加調査結果です。 

大浦湾奥部と大浦湾東部のリーフ上について、令和２年１１月、１２月及び令和３年１月

に調査を実施したところ、ウミヒルモ類などの海草類の生育はみられましたが、ジュゴンの

食跡は発見されていません。 

２５ページは、月に３～４回の頻度で実施しているヘリコプターからの生息確認調査につ

いて示しており、第２６回委員会で提示した「久志沖」を追加した飛行ルートで引き続き実

施していますが、久志沖も含め、ジュゴンは確認されていません。 

２６ページは、季別調査として実施している生息状況調査について、第２７回委員会で提

示した「重点海域」を対象とした調査を令和２年１１月及び令和３年１月に実施しています

が、ジュゴンは確認されていません。 

２７ページは、水中録音装置Ｋ－４付近の地点の移設、再配置についてです。令和２年８

月１６日に鳴音らしき音がＫ－４のみで検出されたため、Ｋ－４付近で音圧の小さい音が発

生した可能性があることを第２９回委員会で報告するとともに、最も遠い位置にあったＫ－

４ｂを、Ｋ－４から距離８０ｍに移設する案を提示したところ、「より近づける検討をすべき」

との指導・助言をいただいたところです。これを受け、水中録音装置３台、Ｋ－４ｂ、ｃ、ｄ

をＫ－４からの距離３０ｍに移設を行うこととし、移設後の３地点の位置はＫ－４を中心と

した周囲に正三角形の配置とし、これらをＫ－４ｆ、ｇ、ｈとしました。また、Ｋ－４ｅはジ

ュゴンの湾内での移動経路となることを想定し、既存位置を維持しています。さらに、Ｋ－

４ａは風向きによって移動するフロートと鳴音らしき音の因果関係を解明することを目的と

し、フロートが東寄りの風でたわみＫ－４に近づいた場合に直近になると想定される位置の

フロートに垂下する形で設置を行い、これをＫ－４ｉとしました。なお、フロート上にＧＰ

Ｓを設置し、移動するフロートの位置を把握可能としているところです。 

２８ページは水中カメラの実施状況及び結果です。東寄りの風が予報されたため、令和２

年１１月１２、１５、１６、１７日、１２月１８日に水中カメラによる調査を各日の日中８

時間程度実施しております。また、姿を捉える可能性を高くするために、撮影可能時間を延

長した改良機を、令和３年１月１３日より設置しました。令和２年１１月から令和３年１月

の期間において、ジュゴンらしきものは撮影されませんでした。水中カメラによる撮影例を

下に示しています。 

次に、２９ページから、工事中における水の濁りについて説明します。 

３０ページでは濁りの影響の環境保全目標値を超過した場合の対応について記載していま

す。 

３１ページから３４ページは、前回報告から１月３０日までの期間の水の濁り監視結果で
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す。 

工事の進捗に伴い、Ｋ－４護岸周辺地点では、令和３年１月１２日よりＫ４－５、Ｋ４－

６、Ｋ４－７の観測を開始しました。 

工事を実施した期間中、Ｃ１、Ｃ７で基準値を超過する水の濁りを観測していますが、工

事実施箇所では監視員により濁りが拡散していないかを監視しており、この期間、工事実施

箇所からの濁りの拡散は確認されていません。 

Ｃ１の下層付近における基準値超過は、潮流等による底質の巻き上げによるものであると

考えられ、工事実施区域から離れていることからも、工事とは関連性のないものと考えられ

ます。 

Ｃ７における基準値超過は、高波浪等による底泥の巻き上げが主な要因と考えられました

が、詳細は後ほどご説明します。 

３５ページです。辺野古漁港・Ｋ－４護岸周辺の水の濁りの監視において基準値の超過を

確認した際の考察です。令和２年１０月２８日、１１月６、１２、１３日、１２月２、１０日

に基準値を超過する濁りを観測しましたが、いずれの日も濁りを発生させる可能性のある工

事は施工されていませんでした。また、監視員による目視確認においても護岸外側への濁り

の流出は確認されず、濁りは工事によるものではないと考えられました。 

１１月６、１２、１３日、１２月２、１０日のＣ７での基準値超過について、調査当日は

Ｃ５等の沖合の地点の調査が中止になるほど海況が荒れており、名護地区に波浪注意報が発

表されていました。周辺の状況に鑑み、高波浪による底泥の巻き上げによるものである可能

性が高いと考えられました。 

１０月２８日のＣ７での基準値超過について、調査当日は沖合に位置するＣ５の調査が中

止になるほどうねりが高くなっており、工事開始前に実施した事前調査においてもＣ７は３．

４mg/L と高い値が確認されていました。周辺の状況に鑑み、うねりによる底泥の巻き上げに

よるものである可能性が高いと考えられました。 

３６ページは、これらの辺野古漁港・Ｋ－４護岸周辺について水の濁りと塩分の推移をグ

ラフで整理したものです。 

３７ページは、大浦湾・辺野古崎周辺の水の濁りと塩分の推移をグラフで整理したもので

す。 

３８ページは、大浦湾の湾奥部について水の濁りと塩分の推移をグラフで整理したもので

す。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。 

内容的には４つに分かれてはおりますけれども、どちらでも結構ですので、ご意見等あり

ますでしょうか。 

委員どうぞ。 
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委員： 

２０ｍ以深の底生動物の調査について、４ページにもありますように、非常に特徴的な地

形です。美謝川からの谷のようなのですが、谷であれば沖に向かってどんどん深くなってい

くはずなのに、途中でなぜかぽっかりと深みができている非常に特徴的な地形なので、是非、

この地形の成り立ちも含めて明らかにしてください。こういうところですと、取り残された

生物がいる可能性があるので、重点的に調べていただきたいということで、今回は、目視と

採泥器、それからＲОＶで、非常に深いところを見ていただいたわけですが、目視とＲОＶ

では種までは同定できません。採泥器で採取されたものについては、種まで明らかになって

いますけれども、７ページやその前の６ページでは科や属まで、目までのものもあります。

この、種までまだ明らかになっていないものについて、目や科レベルでいいのかについても、

もう一度確認していただき、再度リストを詳細にご検討いただきたいと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

はい、再度、しっかりと検討させていただきたいと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。 

他にいかがでしょうか。これ以外の項目についてもご意見等をいただければと思います。 

どうぞ、お願いします。 

 

委員： 

ジュゴンの調査についてですが、個体Ｂはもう死んでしまっていますがＣは非常に遊泳範

囲が広いですから、古宇利島沖についても、引き続き生息確認調査を続けていただきたいと

思います。以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございます。事務局よろしいですね。他にはいかがでしょうか。 

ジュゴンにつきましては、前回の委員会で水中録音装置の配置をご意見いただきまして、

密な配置をご提案いただいて、もう設置していただいております。今後、風向きが東寄りの

風が吹きそうな時期に入ってきつつあるということで、また、確度の高い録音が取れる可能

性が出てくるのではないかということを期待したいと思います。 

 

委員： 

よろしいでしょうか。採泥による調査ですが、ここに書かれているのは９月の調査という

ことでこれは問題ないのですけれども、昨年の１２月に漁業法の改正があって、特定水産動
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植物の採捕が禁止となっております。この特定水産動物の中にナマコ類が入っていて、６ペ

ージを見ますと、目視調査でナマコが確認されていますので、仮に手続きをせずにナマコを

採るということになると、この法律の違反になります。非常に厳しい罰則がありまして、３

年以下の懲役、または３千万円以下の罰金との内容になっていますので、今後は特別採捕の

許可を取っていただくということが前提になろうかと思います。以上です。 

 

委員長： 

ご指摘ありがとうございました。事務局よろしいですか。 

 

事務局： 

はい、ありがとうございます。法令に従ってしっかりとやっていきたいと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。 

特によろしいですか。 

それではまとめたいと思いますが、この資料５につきましてご意見がありましたのは、２

０ｍ以深の底生動物調査についてのところで、このところの地形が特殊な地形であるという

ことからも、目、科レベル以上の同定ができるかというところにも注意を払っていただきた

いというご指摘がございました。それから、最近、漁業法が改定されて、その関連で今後の

調査については注意が必要である、特別採捕の許可を取ってからの調査ということが基本に

なるとのご指摘をいただきました。以上の点を本委員会での指導・助言としたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

それでは最後になりますけれども、事務局から報告事項があるとのことですので、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局： 

最後に、公有水面埋立変更承認申請書の質問に対する対応について、経過の報告をさせて

いただきたいと思います。 

令和２年４月２１日、沖縄防衛局から沖縄県に対し、変更承認申請書を提出しました。沖

縄県の形式審査により令和２年５月２５日から７月６日にかけて変更承認申請書の補正を実

施し、その後、令和２年９月８日から９月２８日にかけて、沖縄県が告示・縦覧を実施して

います。令和２年１２月２１日、沖縄県から沖縄防衛局に対し、変更承認申請書に対する質

問、１６項目２４２問が発出されました。この回答期限であった令和３年１月２２日、沖縄

防衛局から沖縄県に対し、変更承認申請書の質問に対する回答を提出しているところです。 

回答文書については、参考としてお手元にご用意しています。 

経過報告となりますが、以上です。 
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委員長： 

ありがとうございました。この点については、経過報告ということで、説明していただき

ました。 

この段階で何かご質問等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。今後、場合によってはそれぞれの項目について、委員の方々から指

導・助言を頂く必要のある機会が出てくると思います。その際はよろしくお願いしたいと思

います。 

それでは、以上で全ての議事を終了しましたが、全体を通じて何かご意見等ありますでし

ょうか。 

よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。 

 

以上 

 

 


